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日 時 令和４年７月５日（火） 
授 業 見 学  1０:０0～1０:３0 

運営協議会  1０:４0～1２:０0 

 

 

高知県立山田特別支援学校 
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次   第 

 
   

（１） 挨拶（会長） 

（２） 学校運営協議会委員について 

（３） 令和３年度の学校経営の報告について 

（４） 令和４年度の学校概要及び学校経営について 

（５） 意見交換 

（６） その他 

（７） 挨拶（学校長）               
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学校運営協議会設置要綱 
 

高知県立山田特別支援学校 

 

（設置及び目的） 

第１条 高知県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第２条第１項及び第２項に基づ 

き、本校に「高知県立山田特別支援学校運営協議会」（以下「協議会」という。）を置く。 

 

（基本的な方針の承認等） 

第２条 協議会は規則第８条第２項に基づき、学校運営に関する基本的な方針（以下「基本的な方針」と 

いう。）について協議し、校長は基本的な方針について、当該年度の前年度に協議会の承認を得なけれ 

ばならない。 

 ２ 第１項にかかわる基本的な方針は、規則第８条に基づき、次に掲げる事項とする。 

 （１）教育目標に関すること 

 （２）学校の経営計画に関すること 

 （３）学校組織の編成に関すること 

 （４）学校予算の編成及び執行に関すること 

 （５）前各号に掲げるもののほか、校長が必要あると認める事項に関すること 

 

（組織） 

第３条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、１０名とする。委員は次の各号に掲げる者の中から構成 

する。 

 （１）地域住民 

 （２）保護者 

 （３）学校の運営に資する活動を行う者 

 （４）学校関係者 

 （５）学識経験を有する者 

 （６）前各号に掲げるものの他、教育委員会が適当と認める者 

 ２ 委員については、別表に掲げる者とする。 

 ３ 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。 

 ４ 委員は、地方公務員法第３条第３項に規定する非常勤の特別職とする。 

 

（委員の任期等） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任は妨げない。 

 ２ 任期途中の委員の交代等に伴う補欠の欠員の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員の服務） 

第５条 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

 （１）その職を退いた後も含めて職務上知り得た秘密をもらすこと 

 （２）協議会及び対象学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと 

 （３）委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること 

 （４）前３号に掲げるものの他、委員としてふさわしくない行為を行うこと 
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（役員） 

第６条 協議会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選により定める。 

 ２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

 ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 ４ 学校は校長の任命する事務局長を置き、協議会の活動全般に関する実務を行う。 

 

（会議） 

第７条 会長は校長と協議のうえ、協議会の会議を招集する。 

 ２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。 

 ３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 

（意見の聴取） 

第８条 協議会は教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聞くものとする。 

 

（協議会が意見を述べることができる事項） 

第９条 協議会は、学校運営に関する基本的な方針の実現に資する事項について、意見を述べることがで 

きる。 

 

（意見等の把握及び情報の提供） 

第１０条 協議会は、児童生徒及び保護者の意見、要望等を把握し、その運営に反映するよう努めるととも 

に、児童及び生徒については、必要に応じて意見を聴くものとする。 

２ 協議会は、保護者に対して、学校の運営及び必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的 

に提供するよう努めるものとする。 

 

（教育委員会による指導及び助言等） 

第１１条 校長は必要に応じて、教育委員会に協議会の運営に関し、指導及び助言を求めることができる。 

 ２ 前項により指導及び助言を求める場合、校長は教育委員会に対して、情報提供及び説明を行い、協 

議会が適切な活動を行うことができるように努める。 

 

（委員の解任） 

第１２条 校長は辞任の申し出があった場合の他、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、教育 

委員会に承認を経て委員を解任することができる。 

 （１）第５条の規定に違反したとき 

 （２）病気等のためにその職務を遂行することができないとき 

 （３）前２号に掲げる場合の他、解任に相当する理由が認められるとき 

２ 校長は委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに教育委員会に報告するものと 

する。 

 

（雑則） 

第１３条 この要項に定める他、本会の運営について必要な事項は、協議会の協議で定める。 

 

 

附則  この要項は、令和元年７月１０日から施行する。 
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令和３・４年度 高知県立山田特別支援学校「学校運営協議会」 委員名簿 

 

№ 氏   名 所   属 区分 備考 

１ 西村
にしむら

 享子
た か こ

 赤十字奉仕団香美市地区奉仕団長 地域住民  

２ 城
し ろ

 友
ゆ

季子
き こ

 高知県立山田特別支援学校 保護者  

３ 岩崎
いわさき

 佐
さ

恵
え

 高知県立山田特別支援学校 保護者  

４ 濵
はま

田
だ

 賢二
け ん じ

 障害者支援施設白ゆり施設長 
学校の運営に資する

活動を行う者 
 

５ 田上
た が み

 豊資
と よ し

 高知県中央東福祉保健所保健監 
学校の運営に資する

活動を行う者 
 

６ 徳弘
と く ひ ろ

 博
ひろ

国
く に

 
香美市社会福祉協議会 

生活相談センター香美所長 

学校の運営に資する

活動を行う者 

 

７ 秋
あき

友
と も

 英
ひで

稔
と し

 土佐山田町手をつなぐ親の会会長 
学校の運営に資する

活動を行う者 

 

８ 白川
しらかわ

 景子
け い こ

 香美市教育長 学識経験を有する者 
 

９ 岡田
お か だ

 哲夫
て つ お

 高知県知的障害者育成会理事 学識経験を有する者 
 

10 高橋
たかはし

 信司
し ん じ

 高知県立山田特別支援学校長 学校関係者 
 

※ 委員以外の参加者として、副校長、教頭、主幹教諭が協議会に同席し、委員の求めに応じて説明や意見等 

を述べることができるものとする。 

 

（参考） 

「高知県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則」(平成１８年３月１５日教育委員会規則第６号)  

第３条第１項 協議会の委員は、10 名以内とし、次に掲げる者のうちから、高知県教育委員会が任命する。 

地域住民、保護者、対象学校の運営に資する活動を行う者、学校関係者、学識経験を有する者、前各号に揚 

げる者のほか、教育委員会が適当であると認める者 

第３条第５項  委員は、地方公務員法第３条第３項に規定する非常勤の特別職とする。 

第４条  委員の任期は、２年とする。 

第５条  委員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) その職を退いた後も含めて職務上知り得た秘密を漏らすこと。 

(2) 協議会及び対象学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。 

(3) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、委員としてふさわしくない行為を行うこと。  
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◎ 令和３年度の学校経営の報告について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 項 目 目標【Ｐ】 現状(●)と目標(〇)【評価指標】 具体的な取組内容　【D】 見直しのポイント【Ａ】

1

(1)「知識・技

能」「思考力・判

断力・表現力」

「主体的に学び

に向かう力」の

確実な育成を図

る。

●昨年度から各教科の内容を重視した授業

実践を行ってきており、学習指導要領の視点

での授業改善が進んできている。

〇各教科の内容を取り入れた学習指導案等

を作成し、評価と一体化した授業実践を行う

ことができたかの学校評価アンケートでの肯

定的評価を９０％以上とする。

・教育課程表から生活単元学習を除

き、新たに理科、社会を取り入れるとと

もに、学習指導要領から各教科の内容

を取り入れた学習指導案等を作成し、

評価と一体化た授業実践を行う。

A

・学校評価アンケートでは、成長の記録を参考

にしながら3観点に基づく授業実践ができてい

た教員が８１．３％であった。各教科を重視した

授業実践をほぼ９２．３％の教員が実践でき

た。

・各教科の内容、段階を重視した授業実践を９

２．３％の教員が進めることができた。新学習

指導要領に基づく意識改革は、９１．２％の教

員ができたと評価している。

A

・新学習指導要領に基づく授業実践が２年経過し、教

員の意識改革が定着されている。

・各教科の内容、段階を重視した授業実践を多くの教

員が進めることができた点は、非常に評価されるべき

ところである。

・学校年度末評価では、肯定的評価結果の総括と

なっている。一方、アンケート集計結果（資料１）は、否

定的評価に留意し、今後の取り組みの方向性が整理

されている。両側面（複眼的手法）を大切に実効性を

高めてほしい。

・引き続き、各教科の内容を抑えた３観点の授

業作りを進めていく。教える内容に偏りや一部

の実践の繰り返しにならないように単元計画を

たて実践評価できるよう、新学習指導要領の内

容一覧表を作成した。次年度はこれを活用しな

がら課題単元を計画し、学習指導要領の理解

と実践を進めていく。

2

(2)「主体的・対

話的で深い学

び」の視点での

授業改善

●「地域とつながる」単元の授業は、全校で

ほぼ実施できているが、授業の内容の充実

についてはまだまだ課題が残っている。

〇学校評価アンケートの「地域とつながる単

元の授業内容の充実ができたか」の評価が

「そう思う」３３％→６０％以上、「少しそう思

う」を入れた肯定的評価が１００％とする。

・「地域」を重視した探究型学習を取り

入れた学習を年間計画に位置付けて、

計画的に実施する。

・香美市のコラボ会議等で地域の情報

収集を行いながら、地域との連携につ

なげる。

B

・地域とつながる探究の学習を、主体的で対

話的で深い学びの手法で実践を重ねることが

できた。ICTを活用し、しょうが農家の方と交流

し学習をおこなうことができた。生徒達が考え、

地域の店や高知の特産品などの学びを深める

ことができた。

・学校評価アンケートでは、肯定的評価が６８．

１％であった。

B

・肯定的評価１００％の目標が教職員アンケートで６

８．１％となった理由が何か。評価シートに記載されて

いる「授業の内容の充実に課題が残る」ならば、それ

は地域との連携が困難になっているコロナ禍の一時

的な問題なのでしょうか。

・学校年度末評価では、肯定的評価結果の総括と

なっている。一方、アンケート集計結果（資料１）は、否

定的評価に留意し、今後の取り組みの方向性が整理

されている。両側面（複眼的手法）を大切に実効性を

高めてほしい。

・「要望等」にある「支援教育について話し合いでき

る場がほしい」「主体性」「地域探求」とはなど、授業

改善を図るうえで、相互理解が深まることを期待しま

す。

・引き続きPDCAサイクルを回しながら授業改

善を続け、地域に学習の場を広げ、地域ととも

に育っていくという土壌を整えていく。

・引き続き地域へ積極的にかかわり、販売活動

や清掃などの他、行政や施設など学習の場を

広げていく。

3

基

本

行
動

の

確

立

規範意識、思い

やり、自立心の

涵養

●昨年度から特設の時間での道徳教育に取

り組み実践を積み重ねてきており、重大ない

じめ等の問題は昨年度は０件であった。家庭

や学校生活等における問題行動は12件で

あった。

〇重大ないじめ問題の件数０件。児童生徒の

生活等における問題行動を前年比５０％以下

にする。

・知的障害特別支援学校における「特

別の教科道徳」及び道徳科の授業の

充実を図るとともに、学校全体で指導

内容を整理する。

・各学部において道徳教育に関する公

開授業を実施する。

A

・本校独自の指導内容表に基づき児童生徒の

実態を考慮し創意工夫しながら授業実践を重

ねることができた。公開授業や教材公開を実

施した。HPにまとめ発信した。上廣道徳教育

賞では、全国中学高校の部で最優秀賞を受

賞した。

・学校評価アンケートでは、道徳の教科の必要

性の意識や教員の実践力が向上し、８０．２％

が効果的な指導を行うことができた。

A

・上廣道徳教育賞での最優秀賞受賞は本校の道徳

教育が全国レベルで評価されているということであ

り、非常に嬉しく思います。

・道徳教育は、すぐに結果が目に見えるものではあり

ませんが、保護者等への授業内容を公開することで、

より連携が図れると思います。

・実践が高く評価されたことは自信につながると思い

ます。一過性に終わることなく、今後も継続した取り組

みを期待します。

・「特別の教科道徳」を道徳指導内容表を活

用しながら進め、系統性をもった実践を積み重

ねていき、規範意識、思いやり、自立心の涵養

をめざす。

・道徳心の育成による重大ないじめの件数０

件、児童生徒の基本行動の確立をめざす。

文

化
・

芸

術

・

ス

ポ
ー

ツ

の

振

興

・感染症対策の

徹底による文

化・スポーツ行

事の推進

・児童生徒の文

化・芸術的な取

組の積極的な発

信

●新型コロナウイルスのため、多くの文化・ス

ポーツ行事が中止、縮小されてきた。また、文

化・芸術に関する発表の場が少なくなってし

まっている。

〇新型コロナの状況に配慮しつつ、文化祭や

運動会を実施できたか。

〇校外の発表の場や大会に積極的に参加で

きたか。

・文化祭や運動会に関しては、できるだ

け中止しないように、感染対策を徹底

するとともに、内容を工夫して実施す

る。

・文化・芸術に関する発表の場の情報

収集を行い、担当部署と情報を提供す

る。また、学校独自の発表の場の設定

を検討し、積極的に実施する。

B

・コロナ禍の中、運動会、文化祭ともに、創意工

夫しながら開催することができた。

・運動会は時間短縮の中で、応援合戦や集団

競技を重視し、達成感だけでなく、協力するこ

とや全体の力の喜びを感じ、生きる力の向上を

図ることができた。

・文化祭では、主体的に生徒が店を運営した

り、集団行動を発表することができた。地域発

表の代替として校内発表をおこなった。

B

・コロナ禍での運動会、文化祭、PTA事業の開催につ

いては、最小限の制限での実施を検討、実現してい

ただき、保護者としては感謝いたします。来年度は、よ

り生徒たちの主体性を重視した活動、発表ができるこ

とを願います。

・コロナ禍でご苦労も多々あったことと思います。工夫

した取り組みがなされており、今後の取り組みを期待

します。

・コロナの状況を把握しつつ感染対策を万全に

講じながら文化・スポーツ行事が実施できるよ

うに進めていく。

・広く、文化・芸術的な取り組みに参加し、本校

の実践を発信していく。

・文化・芸術に関するに作品展や展示会などに

積極的に応募し本校の取組を発信していく。

Ｉ

Ｃ

Ｔ
教

育

の

充

実

・集団学習及び

遠隔授業による

学習保障の推

進

・授業におけるタ

ブレット端末の

活用事例の集

約と共有

●現在、ICTの活用は限定的である。本年度

から、小中学部の児童生徒にはタブレット端

末が配備されるため、その効果的な活用につ

いて研究する必要がある。

〇学校評価アンケートにおいて、児童生徒の

学校におけるICTの使用頻度、１日１回以上

を８０％以上とする。また、教員が担当した授

業におけるICTの使用頻度を週３日以上を１

００％とする。

・分掌部としてICT教育部を置き、ICT

活用の推進を行う。

・タブレット端末の活用方法についての

研修会を実施する。

・ICT教育部において、不登校傾向の

生徒等に対する遠隔授業について検

討し、可能な範囲で実施する。

・タブレット端末を活用した実践事例等

を共有フォルダー内で共有できるよう

にする。

B

・冬休み期間に、全教員にICT研修を実施し

た。

・機器の活用方法の教員のスキルも向上し、授

業の中にChromebook等の機器を取り入れ

た授業をおこなうことが大幅に増え、６２．６％

が何等かのICT機器を週３回以上授業に取り

入れて実践できている。

B

・ICTの使用頻度を第一段階の目標とすることは重要

であり、過半数が実践できているというアンケート結

果も評価できると思います。保護者としては、本校生

徒の特性を重視したICTの活用による学びの向上、コ

ロナ禍での休校時の家庭学習支援を期待します。

・効果的な活用事例が期待されます。

・ICTの教材を全校共有できるシステム作りを

おこなっている最中である。

・次年度は、不登校児生徒へのICTを活用した

支援を中心的におこなう分掌を組織内に構築

する計画である。

4

働
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校

づ

く

り

・校務支援シス

テムの活用によ

る校務の効率化

・学習支援員、

ICT支援員等の

人材活用による

負担軽減

●これまで、各種会議や行事について精選を

行ってきており、これ以上の精選は難しい。令

和２年度は、長時間勤務者（４５時間以上）の

対象者が２名あった。

〇長時間勤務（４５時間以上）の対象者を年

間０人にする

・校務支援システムの活用方法につい

ての研修を行う。

・繁忙期の年度末に放課後の機械警

備の時間を遅くしていたが、現状の繁

忙期に合わせて見直しを行う。

B

・ICT支援員、学習支援員の有効活用により、

長時間勤務者が、５月以降０名となった。

・小中のほぼ全員の教員が、学習支援員の人

材活用により、業務内容が減り、退勤時間が

早まったと回答した。

B

・各種システム、支援員の活用により、ワークライフバ

ランスの取れた学校づくりを願います。

・今後の取り組みに期待します。

・様々な負担軽減により、児童生徒と向き合う時間が

増えることを期待します。

・次年度も状況に応じて、会議の精選や内容の

縮小、効率化を図り、教員の授業作りの時間を

確保する。

・学習支援員やICT支援員の活用を引き続き

おこなう。
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年度末評価【C】 学校関係者評価

令和３年度　学校経営計画総括
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◎ 令和４年度の学校概要及び学校経営について 

  

１ 学校概要 

（１）令和４年度児童生徒数（令和４年５月１日現在）  令和３年度比 １４名減 

性別 
学部 

男子 女子 計 備     考 

小学部 ２１ １４ ３５ 重複４名（肢３名、病１名） 

中学部 ２８ ５ ３３ 重複６名（聴１名、肢２名、病３名） 

高等部 ４２ ３２ ７４ 重複８名（視１名、肢６名、病１名） 

計 ９１ ５１ １４２ 重複１８名（視１名、聴１名、肢１１名、病５名） 

＊約１３％の重複児童生徒が在籍 

 

（２）児童生徒数推移（平成２４年度～令和３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

全　校 158 152 149 165 176 189 187 163 156 142

小学部 28 23 26 34 36 43 47 45 37 35

中学部 42 46 44 53 54 61 46 32 29 33

高等部 88 83 79 78 86 85 94 86 90 74
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平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度 平 成 ３ ０ 年 度 令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

児童生徒数推移（平成２５年度～令４年度）

全 校 小学部 中学部 高等部
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（３）令和４年度市町村別児童生徒数（令和４年５月１日現在） 

市
町
村
名 

高
知
市 

南
国
市 

香
美
市 

香
南
市 

安
芸
市 

室
戸
市 

東
洋
町 

奈
半
利
町 

田
野
町 

安
田
町 

大
豊
町 

本
山
町 

土
佐
町 

北
川
村 

馬
路
村 

芸
西
村 

大
川
村 

児童生

徒数 

( )舎生 

４１ 

(９) 

3４ 

(2) 

20 

(1) 

3０ 

(6) 

４ 

(1) 

１ 

(1) 
0 

１ 

(1) 
0 0 0 

2 

(2) 

2 

(2) 

1 

(1) 

1 

(1) 
５ 0 

 

（４）令和４年度教職員数（令和４年５月１日現在） 

校 
 

長 

副
校
長 

教 
 

頭 

主
幹
教
諭 

教 
 

諭 

養
護
教
諭 

栄
養
教
諭 

実
習
助
手 

主
任
寄
宿
舎 

指
導
員 

寄
宿
舎
指
導
員 

事
務
長 

主 
 

幹 

主 
 

査 

主 
 

事 

期
限
付
講
師 

会
計
年
度
任
用

職
員 

計 

１ １ １ １ 8２ １ １ ４ 1 20 １ １ １ １ ４ 2１ 14２ 

＊教諭８２名のうち、７名（研修、育休、病休）は期限付講師で代替 

＊寄宿舎指導員２０名のうち、２名（育休）は期限付寄宿舎指導員で代替 

＊主査１名（育休）は、期限付事務職員で代替 

＊会計年度任用職員 

（事務補助、用務補助、寄宿舎非常勤、就職アドバイザー、看護師、寄宿舎管理人、支援員） 

＊スクールカウンセラー１名、スクールソーシャルワーカー１名 

 

２ 学校経営 
（１）校訓          「明るく 正しく たくましく」  
（２）本校の社会的使命（＝目指す学校像） 

①高知県東部地域における唯一の特別支援学校として、知的障害のある児童生徒の 

生活自立と社会自立を目指す一貫した教育を行う。 

②障害のある児童生徒の健全な育成を目指し、地域、医療、保健、福祉、労働等の関係 

機関との地域連携により特別支援教育をリードする。 

③特別支援学校のセンター的機能の充実を目指し、地域の特別支援教育の発展と充 

実に寄与する。  
（３） 学校教育目標 

 

知  自ら学び、自らチャレンジ 

       

       徳  挨拶、返事、思いやり 

 
       体  心も体もたくましく 

新たな時代に胸を張り、主体的に生きる社会人の育成 
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（４） 各学部及び寄宿舎の目標及び児童生徒像  
小学部 

健康な体 健康な体づくりができる児童 

生活習慣 基本的生活習慣を身に付ける児童 

社会生活 友達や集団と関わり参加する力を身に付ける児童 

働 く 力 様々な事象に気付き意欲を高め、主体的に活動する児童 

中学部 

健康な体 健康の保持増進、体力の向上を図る生徒 

生活習慣 基本的生活習慣を確実に身に付ける生徒 

社会生活 生活体験や集団活動を通して、社会生活に必要な基礎的な力を身に付ける生徒 

働 く 力 主体的に人や物と関わる経験を積み、働くための基礎的な力を身に付ける生徒 

高等部 

健康な体 主体的に体力の増進及び健康を維持・管理する力を身に付ける生徒 

生活習慣 基本的生活習慣や豊かな社会性を身に付ける生徒 

社会生活 社会生活に主体的に関わるために必要な知識、技能、態度を身に付ける生徒 

働 く 力 働く意義を理解し、働く意欲のある生徒 

寄宿舎 

健康な体 健康や安全に留意し、病気の予防や危険を防止する力を身に付ける舎生 

生活習慣 基本的生活習慣を確立し、自立的に生活する力を身に付ける舎生 

社会生活 余暇活動を計画的に行い、生活を豊かにする力を身に付ける舎生 

働 く 力 集団生活を通して、好ましい人間関係を築く力や社会性を身に付ける舎生    
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（５）学校経営計画 
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（６）教育の構想グランドデザイ
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